
JP 2019-529599 A5 2020.8.20

10

20

30

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和2年8月20日(2020.8.20)

【公表番号】特表2019-529599(P2019-529599A)
【公表日】令和1年10月17日(2019.10.17)
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【出願番号】特願2019-504746(P2019-504746)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｄ  11/52     (2014.01)
   Ｃ０９Ｄ  11/102    (2014.01)
   Ｈ０１Ｂ   1/22     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ  13/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   5/14     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   1/00     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   9/00     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   7/04     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   1/09     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｄ   11/52     　　　　
   Ｃ０９Ｄ   11/102    　　　　
   Ｈ０１Ｂ    1/22     　　　Ａ
   Ｈ０１Ｂ   13/00     ５０３Ｃ
   Ｈ０１Ｂ    5/14     　　　Ｚ
   Ｂ２２Ｆ    1/00     　　　Ｌ
   Ｂ２２Ｆ    9/00     　　　Ｂ
   Ｂ２２Ｆ    7/04     　　　Ｄ
   Ｈ０５Ｋ    1/09     　　　Ｄ
   Ｈ０５Ｋ    3/12     ６１０Ｂ

【手続補正書】
【提出日】令和2年7月10日(2020.7.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）銅ナノ粒子と、
　（ｂ）銅前駆体分子と、
　（ｃ）ポリマー結合剤であって、ヒドロキシル及び／又はカルボキシル末端ポリエステ
ルを含む前記ポリマー結合剤と、
の混合物を含む、インク。
【請求項２】
　前記銅前駆体分子が銅－アミンジオール錯体を含む、請求項１に記載のインク。
【請求項３】
　前記銅－アミンジオール錯体が式（Ｉ）の化合物を含む、請求項２に記載のインク。
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【化１】

　（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、及びＲ４は同じ又は異なり、そして、ＮＲ５Ｒ６（Ｒ’（
ＯＨ）２）又はＯ－（ＣＯ）－Ｒ”であり、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、及びＲ４の少なくとも１
つは、ＮＲ５Ｒ６（Ｒ’（ＯＨ）２）であり、ここで、Ｒ５及びＲ６は、独立してＨ、Ｃ

１－８直鎖、分岐鎖、もしくは環状アルキル、Ｃ２－８直鎖、分岐鎖、もしくは環状アル
ケニル、又はＣ２－８直鎖、分岐鎖、もしくは環状アルキニルであり；Ｒ’は、Ｃ２－８

直鎖、分岐鎖、もしくは環状アルキルであり、Ｒ”は、Ｈ又はＣ１－８直鎖、分岐鎖、若
しくは環状アルキルである。）
【請求項４】
　Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、又はＲ４のうちの２つがＮＲ５Ｒ６（Ｒ’（ＯＨ）２）で、Ｒ５及
びＲ６が独立してＨ又はＣ１－４直鎖アルキルであり、Ｒ”がＨ又はＣ１－４直鎖アルキ
ルであり、Ｒ’置換基上の前記ＯＨ基が同じ炭素原子に結合していない、請求項３に記載
のインク。
【請求項５】
　前記銅前駆体分子が、銅（ＩＩ）ギ酸無水物：３－ジメチルアミノ－１，２－プロパン
ジオール（ＣｕＦ：ＤＭＡＰＤ）、銅（ＩＩ）ギ酸無水物：３－ジエチルアミノ－１，２
－プロパンジオール（ＣｕＦ：ＤＥＡＰＤ）、ギ酸銅（ＩＩ）無水物：３－メチルアミノ
－１，２－プロパンジオール（ＣｕＦ：ＭＡＰＤ）、ギ酸銅（ＩＩ）無水物：３－アミノ
－１，２－プロパンジオール（ＣｕＦ：ＡＰＤ）、Ｃｕ（ＯＨ）２：エタノールアミン、
Ｃｕ（ＯＨ）２：ジエタノールアミン、又はＣｕ（ＯＨ）２：トリエタノールアミンを含
む、請求項１に記載のインク。
【請求項６】
　前記銅ナノ粒子が、インクの総重量に基づいて、約０．２５～５重量％の範囲で存在し
、前記ポリマー結合剤が、インクの総重量に基づいて、約０．２５～１重量％の範囲で存
在し、そして、前記銅前駆体化合物が、インクの総重量に基づいて、約８４重量％以上の
範囲で存在する、請求項１～５のいずれか一項に記載のインク。
【請求項７】
　基板上に導電性のはんだ付け可能な銅トレースを製造するプロセスであって、請求項１
～６のいずれか一項に記載のインクを基板上に堆積すること、及びそのインクを前記基板
上に焼結して導電性のはんだ付け可能な銅トレースを前記基板上に製造することを含む、
プロセス。
【請求項８】
　前記堆積することが、前記インクを前記基板上に印刷することを含む、請求項７に記載
のプロセス。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載のプロセスによって製造された導電性のはんだ付け可能な銅トレ
ースを含む基板。
【請求項１０】
　ポリエチレンテレフタラート（ＰＥＴ）、ポリオレフィン、ポリジメチルシロキサン（
ＰＤＭＳ）、ポリスチレン、ポリカーボナート、ポリイミド、シリコーン膜、布地、熱可
塑性ポリウレタン、紙、ガラス、金属、又は誘電体コーティングを含む、請求項９に記載
の基板。
【請求項１１】
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　請求項９又は１０に記載の基板を備える電子デバイス。
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